
　　　　　　　　　　　判　　　　　　　　　決
　　　　　　　　　　　主　　　　　　　　　文
　１　原告の別紙物件目録記載の建物に係る平成１１年度固定資産課税台帳の登録価
格に関する審査申出について，被告が平成１３年１２月２５日付けでした棄却決定のう
ち，価格６億８４２５万円を超える部分を取り消す。
　２　原告の別紙物件目録記載の建物に係る平成１２年度固定資産課税台帳の登録価
格に関する審査申出について，被告が平成１３年１２月２５日付けでした棄却決定のう
ち，価格６億３８２５万円を超える部分を取り消す。
　３　原告のその余の請求を棄却する。
　４　訴訟費用は，これを４分し，その１を原告の負担とし，その余を被告の負担とする。
　　　　　　　　　　　事　実　及　び　理　由
第１　請求
　１　原告の別紙物件目録記載の建物（以下「本件建物」という。）に係る平成１１年度固
定資産課税台帳の登録価格に関する審査申出について，被告が平成１３年１２月２５日
付けでした棄却決定のうち，価格５億１５００万円を超える部分を取り消す。
　２　原告の本件建物に係る平成１２年度固定資産課税台帳の登録価格に関する審査
申出について，被告が平成１３年１２月２５日付けでした棄却決定のうち，価格４億８００
０万円を超える部分を取り消す。
第２　事案の概要
　本件は，原告が，その所有する本件建物の平成１１年度固定資産課税台帳登録価格
（１５億７７８９万３４５４円）及び平成１２年度固定資産課税台帳登録価格（１５億５７５４
万７６５４円）が適正な時価（平成１１年１月１日時点で５億１５００万円，平成１２年１月１
日時点で４億８０００万円）を超えるものであるとして，被告が平成１３年１２月２５日付け
でした審査申出を棄却する決定（以下「本件決定」という。）のうち，上記各主張額を超え
る部分の取消しを求めた事案である。
１　争いのない事実等
　(1)　原告の本件建物の所有
　ア　原告は，本件建物を所有している。
（種類，構造及び床面積を含め，当事者間に争いがない。）。
　イ　本件建物は，昭和６２年２月１０日，西棟の１階から５階までは大学受験予備校の
講義棟として，西棟の６階から８階までは事務所として，東棟の１階から５階は学生寮と
して，東棟の１階及び２階の一部は職員寮として建築された。
（争いのない事実，甲１，１１，１９～２７）
　(2)　仙台市長による固定資産課税台帳への登録
　ア　平成１１年度
　仙台市長は，地方税法（以下「法」という。）４０３条，４１０条，４１１条の規定により，固
定資産評価基準（昭和３８年自治省告示第１５８号。以下「評価基準」という。平成１１年
度については，平成１０年自治省告示第８７号による改正後のもの。）及び仙台市固定
資産（家屋）事務取扱要領に従い，平成１１年２月末日，平成１１年度の本件建物（ただ
し，従来の課税部分のみ。）の価格を９億２５３３万１７４５円と決定し，固定資産課税台
帳に登録し，同法４１５条１項の規定により当該台帳を縦覧に供した。
　イ　平成１２年度
　仙台市長は，同じく，評価基準（ただし，平成１２年度については，平成１２年自治省告
示第１２号による改正後のもの。）及び仙台市固定資産（家屋）事務取扱要領に従い，平
成１２年２月末日，平成１２年度の本件建物（ただし，従来の課税部分のみ。）の価格を
９億１３３９万９３１４円と決定し，固定資産課税台帳に登録し，当該台帳を縦覧に供し
た。
　ウ　価格の修正
　　(ｱ)　本件建物の一部は，学校法人の設置する各種学校において直接教育の用に供
する固定資産として同法３４８条２項９号の非課税規定の適用を受けていたところ，平成
１０年７月３１日付けで各種学校の廃止認可を受けていた。
　　(ｲ)　そこで，仙台市長は，非課税としていた部分に課税するため，平成１２年１２月１
１日，本件建物の平成１１年度の価格を１５億７７８９万３４５４円に，平成１２年度の価格
を１５億５７５４万７６５４円にそれぞれ修正してその旨台帳登録し，同日付けで原告に通
知した。
（いずれも当事者間に争いがない。）
　(3)　家屋の固定資産評価額の算出方法
　ア　再建築価格方式



　　(ｱ)　評価基準は，家屋の評価について，再建築価格方式を採用している。
　再建築価格方式は，評価対象家屋と同一のものを評価の時点で新築する場合に必要
な建築費（再建築費）を求めた上，当該家屋の損耗の状況による減価等を考慮して，当
該家屋の価格を求める方法である。
　　(ｲ)　評価基準上，家屋の評価は，木造家屋及び木造家屋以外の家屋（以下「非木造
家屋」という。）の区分に従い，各個の家屋について評点数を付設し，当該評点数に評
点１点当たりの価額を乗じて各個の家屋の価額を求める。
　　(ｳ)　各個の家屋の評点数は，当該家屋の再建築費評点数を基礎とし，これに家屋
の損耗の状況による減点を行って付設する。
　　(ｴ)　家屋の状況に応じ必要があるものについては，更に家屋の需給事情による減
点を行う。
　イ　非木造家屋の損耗の状況による減点補正
　　(ｱ)　非木造家屋の損耗の状況による減点補正率は，「非木造家屋経年減点補正率
基準表」によって求める。
　　(ｲ)　ただし，天災，火災その他の事由により当該非木造家屋の状況からみて非木造
家屋経年減点補正率基準表によって損耗の状況による減点補正率表を求めることが適
当でないと認められる場合においては，当該非木造家屋の部門別に「非木造家屋部分
別減点補正率表」によって求めるものとする。
  ウ　非木造家屋の需給事情による減点補正
　建築様式が著しく旧式となっている非木造家屋，所在地域の状況により，その価額が
減少すると認められる非木造家屋等について，その減少する価額の範囲において需給
事情による減点補正をする。
  エ　非木造家屋の評点１点当たりの価額
　　(ｱ)　評点１点当たりの価額は，１円に，①物価水準による補正率と，②設計管理費
等による補正率とを乗じて得た額を基礎として定める。
　　(ｲ)　物価水準による補正率は，家屋の工事原価に相当する費用等の東京都（特別
区の地域）における物価水準に対する地域的格差を考慮して定められているが，非木
造家屋に係る物価水準による補正率は，全市町村を通じて１．００と定められている。
　　(ｳ)　設計管理費等による補正率は，工事原価に含まれていない設計監理費，一般
管理費等の負担額の費用を基礎として定められており，非木造家屋に係る設計管理費
等による補正率は，全市町村を通じて１．１０と定められている。
　オ　再建築費評点数の算出
  　(ｱ)　基準年度の翌々年度（第３年度）の価格については，原則として基準年度の価
格を据え置く（法３４９条３項）。
　また，基準年度において固定資産税が非課税であった家屋等で，第３年度において新
たに固定資産税を課することとなる家屋に対して課する第３年度の価格は，それらの家
屋に類似する家屋の基準年度の価格に比準する価格とする（法３４９条６項）。
　　(ｲ)ａ　仙台市長は，新増分の非木造家屋（当該年度において新たに課税の対象とな
る非木造家屋をいう。）で，プレハブ方式家屋以外のものの固定資産評価について，評
価基準に定める方法（①部分別による再建築費評点数の算出方法,②部分別比準によ
る再建築費評点数の算出方法又は③総合比準による再建築費評点数の算出方法）の
うち，①部分別による再建築費評点数の算出方法を採用していた。
　　ｂ　部分別による再建築費評点数の算出方法は，当該非木造家屋の構造の区分に
応じて適用すべき非木造家屋再建築費評点基準表によって求める。この場合，各個の
非木造家屋の構造区分に応じ，当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点
基準表によって当該非木造家屋の各部分別（主体構造部，基礎工事，外周壁骨組等１
４の区分がある。）に標準評点数を求め，これに補正項目について定められている補正
係数を乗じて得た数値に計算単位の数値を乗じて算出した部分別再建築費評点数を合
計して求める。
　　ｃ　当該非木造家屋について適用すべき非木造家屋評点基準表を定める場合にお
いては，その使用状況のいかんにかかわらず，当該非木造家屋の本来の構造によりそ
の適用すべき非木造家屋評点基準表を定めるものとする。
　非木造家屋の構造等からみて直ちに適用すべき非木造家屋評点基準表を定めること
が困難なものについては，当該非木造家屋の構造等からみて最も類似している建物に
係る非木造家屋評点基準表を適用するものとする。
　一棟の建物で二以上の異なった構造を有する部分のある非木造家屋については，当
該各部分について，それぞれに対応する非木造家屋評点基準表を適用する（乙１の３９
頁，乙２の４８頁）。



　　(ｳ)ａ　仙台市長は，在来分の非木造家屋（新増分以外の非木造家屋をいう。）の固
定資産評価について，③総合比準による再建築費評点数の算出方法を採用していた。
　　ｂ　平成９基準年度評価基準においては，総合比準による再建築費評点数の算出方
法によって非木造家屋の再建築費評点数を求める場合は，「１　当該市町村に所在する
非木造家屋を，その実態に応じ，構造，程度，規模等の別に区分し，それぞれの区分ご
とに標準とすべき非木造家屋を標準非木造家屋として定める。２　標準非木造家屋につ
いて，二（注・部分別による再建築費評点数の算出方法）又は二の二（注・部分別比準
による再建築費評点数の算出方法）によって再建築費評点数を付設する。３　標準非木
造家屋以外の非木造家屋で当該標準非木造家屋の属する区分と同一の区分に属する
もの（以下「比準非木造家屋」という。）の再建築費評点数は，当該比準非木造家屋と当
該標準非木造家屋の各部分別の使用資材，施工量等の相違を総合的に考慮し，当該
標準非木造家屋の再建築費評点数に比準して付設する。」（乙１の４２頁）とされてい
た。
　平成９基準年度においては，在来分家屋に係る再建築費評点数の付設については，
総合比準の方法を適用する場合の方法として，標準家屋について改正後の評価基準
（平成９基準年度評価基準）による部分別評価の方法により求めた再建築費評点数の
改正前の評価基準（平成６基準年度評価基準）により求めた再建築費評点数に対する
割合（変動率）を求め，当該割合を基礎として定めた率を標準家屋と同一の区分に属す
る比準家屋に係る改正前の評価基準により求めた再建築費評点数に乗じて新たな再
建築費評点数を求めることとして差し支えないものとされていた（乙１の１５０頁）。
　なお，変動率は，具体的には，構造・用途等の区分ごとに標準家屋を選定し，標準家
屋について改正前と改正後の評価基準によって部分別評価の方法で再建築費評点数
を算出する。その後，各区分ごとに変動率の平均値を算出する。
　　ｃ　平成１２年度評価基準においては，在来分の非木造家屋に係る再建築費評点数
は，原則として，次の①から③の方法によって求めるものとされていた（乙２の５１頁）。
①　当該市町村に所在する在来分の非木造家屋を，その実態に応じ，構造，用途，規
模等の別に区分し，それぞれの区分ごとに標準とすべき在来分の非木造家屋を標準非
木造家屋として定める。
②　標準非木造家屋について，部分別による再建築費評点数の算出方法によって再建
築費評点数を付設する。
③　標準非木造家屋以外の非木造家屋で当該標準非木造家屋の属する区分と同一の
区分に属するもの（比準非木造家屋）の再建築費評点数は，②によって求めた再建築
費評点数の前年度における再建築費評点数の割合を求め，当該割合を基礎として市町
村長が定めた率を比準非木造家屋の前年度における再建築費評点数に乗じて求め
る。
　カ　経過措置
　　(ｱ)　平成９年度における在来分の家屋の評価については，当該家屋について改正
後の評価基準（平成９基準年度評価基準）により求めた価額と，当該家屋の平成８年度
の価額のいずれか低い価額とする経過措置が講じられている（乙１の４３頁）。
　　(ｲ)　平成１２年度における在来分の家屋の評価についても，当該家屋について改正
後の評価基準（平成１２基準年度評価基準）により求めた価額と，当該家屋の平成１１
年度の価額のいずれか低い価額とする経過措置が講じられている（乙２の５３頁）。
　キ　非課税部分等のある家屋の価額の区分
　評価基準上，「一棟の家屋について固定資産税を課することができる部分とこれを課
することができない部分とがある場合その他一棟の家屋の価額を二以上の部分に区分
して求める必要がある場合においては，それぞれの部分ごとに区分して価額を求めるも
のとする。ただし，それぞれの部分ごとに区分して価額を求めることが困難であると認め
られるときは，当該家屋の価額をそれぞれの部分の占める床面積の割合その他それぞ
れの部分の価額を求めるのに適当と認められる基準によってあん分してそれぞれの部
分の価額を求めるものとする。」（乙１の３１頁，乙２の３９頁）とされている。
（(3)につき，乙１，２，弁論の全趣旨）
　(4)　平成１１年度（平成９基準年度の第３年度）の本件建物の固定資産評価額の算出
過程
　ア　本件建物の区分
  仙台市長は，本件建物を事務所であると認定した。
　イ　修正前の再建築評点数
　　(ｱ)　本件建物の一部は，平成１０年度（平成９基準年度の第２年度）まで，学校法人
の設置する各種学校として非課税規定（法３４８条２項９号）の適用を受けていたため，



本件建物には，固定資産税を課することのできる部分（課税部分）とこれを課することが
できない部分（非課税部分）とが存在し，仙台市長は，それぞれの部分ごとに区分して
価額を求めることが困難であったため，本件家屋を新築当初に一棟として評価を行い，
課税部分と非課税部分の床面積によりあん分し（前記(3)キ参照），課税部分について価
額を決定してきた。
　　(ｲ)　原告は，本件建物で行っていた各種学校につき，平成１０年７月３１日付けで各
種学校の廃止認可を受けた。
　課税部分の延べ床面積は，５９９５．６９㎡であり，非課税部分の延べ床面積は，４２２
８．３３㎡である。
　　(ｳ)　仙台市長は，上記廃止認可が判明する前，本件建物の平成９基準年度の再建
築費評点数の算出に当たり，在来分非木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法
（前記(3)オ(ｳ) ｂ参照）により，本件建物に係る前基準年度（平成６基準年度）の評価基
準により求めた延べ床面積１㎡当たりの再建築費評点数１８万４８７７点に本件建物が
属する区分に係る変動率０．９１を乗じて，平成９基準年度に係る床面積１㎡当たりの再
建築評点数を１６万８２３８点（小数点以下切捨て）と算出した。
　１８万４８７７点×０．９１＝１６万８２３８点
　　(ｴ)　さらに，これに本件建物のうち課税部分の延べ床面積（５９９５．６９㎡）を乗じ
て，再建築費評点数１０億０８７０万２８９４点（小数点以下切捨て）を算出した。
　１６万８２３８点×５９９５．６９㎡＝１０億０８７０万２８９４点
　ウ　損耗による減点補正
　　(ｱ)　次に，仙台市長は，上記再建築費評点数１０億０８７０万２８９４点に，非木造家
屋経年減点補正率基準表に従い算出した経年減点補正率０．８７６９（非木造家屋経年
減点補正率基準表「１　事務所，銀行用建物及び２～７以外の建物」（乙１の１２４頁）に
おいて，１０年経過。残価率を２０％とし，８０％を６５年の定額法で減額補正）を乗じ，評
点数８億８４５３万１５６７点（小数点以下切捨て）を算出した（前記(3)イ(ｱ) 参照）。
　１０億０８７０万２８９４×０．８７６９＝８億８４５３万１５６７点
　　(ｲ)　これに，評点１点当たりの価額１．１０円（１円×物価水準による補正率１．００×
設計管理費等による補正率１．１０）を乗じて，評価額９億７２９８万４７２３円を算出した
（前記(3)エ参照）。
　８億８４５３万１５６７点×１．１０＝９億７２９８万４７２３円
　エ　前年度との比較（修正前の評価額）
　　(ｱ)　前基準年度（平成６基準年度）の評価額は，９億２５３３万１７４５円であった。
　　(ｲ)　仙台市長は上記により算出した価額（９億７２９８万４７２３円）と平成８年度の評
価額（９億２５３３万１７４５円）とを比較し，より低い方の価額を採用して（前記(3)カ(ｱ) 参
照），平成１１年度（平成９基準年度の第３年度）の修正前の評価額を９億２５３３万１７４
５円とした。
　オ　修正後の価格の算出
　仙台市長は，修正前の評価額を課税部分の延べ床面積（５９９５．６９㎡）で割り，それ
に非課税部分を課税部分に算入した修正後の延べ床面積（１万０２２４．０２㎡）を乗じ
て，平成１１年度に係る修正後評価額を算出し，これを１５億７７８９万３４５４円と決定し
た（各床面積を乗除した段階で小数点以下を切り捨てた。）。
　９億２５３３万１７４５円÷５９９５．６９㎡×１万０２２４．０２㎡＝１５億７７８９万３４５４円
（(4)につき，争いのない事実，弁論の全趣旨）
  (5)　平成１２年度の評価額の算出過程
　ア　再建築評点数
　　(ｱ)　仙台市長は，前記廃止認可の判明前，本件建物の再建築費評点数の算出に当
たり，在来分非木造家屋に係る再建築費評点数の算出方法（前記(3)オ(ｳ) ｂ参照）によ
り，本件建物に係る前基準年度（平成９基準年度）の評価基準により求めた延べ床面積
１㎡当たりの再建築費評点数１６万８２３８点に本件建物が属する区分に係る変動率０．
９８を乗じて，平成１２基準年度に係る延べ床面積１㎡当たりの再建築評点数を１６万４
８７３点（小数点以下切捨て）と算出した。
　１６万８２３８点×０．９８＝１６万４８７３点
　　(ｲ)　さらに，これに本件建物のうち課税部分の延べ床面積（５９９５．６９㎡）を乗じ
て，再建築費評点数９億８８５２万７３９７点（小数点以下切捨て）を算出した。
　１６万４８７３点×５９９５．６９㎡＝９億８８５２万７３９７点
　イ　損耗による減点補正
　　(ｱ)　次に，仙台市長は，上記再建築費評点数９億８８５２万７３９７点に，経年減点補
正率０．８４００（乙２の１６４頁。１３年経過）を乗じ，評点数８億３０３６万３０１３点（小数



点以下切捨て）を算出した。
　９億８８５２万７３９７点×０．８４００＝８億３０３６万３０１３点
　　(ｲ)　これに，評点１点当たりの価額１．１０円（１円×物価水準による補正率１．００×
設計管理費等による補正率１．１０）を乗じて，評価額９億１３３９万９３１４円（小数点以
下切捨て）を算出した。
　８億３０３６万３０１３点×１．１０＝９億１３３９万９３１４円
　ウ　前年度との比較
　仙台市長は上記により算出した価額と平成１１年度の修正前の評価額（９億２５３３万
１７４５円）とを比較し，より低い方の価額を採用して（前記(3) カ(ｲ) 参照），平成１２年度
の修正前の評価額を９億１３３９万９３１４円とした。
　エ　修正後の価格の算出
　仙台市長は，修正前の価額を課税部分の延べ床面積（５９９５．６９㎡）で割り，それに
非課税部分を課税部分に算入した修正後の延べ床面積（１万０２２４．０２㎡）を乗じて，
平成１２年度に係る修正後評価額を算出し，これを１５億５７５４万７６５４円と決定した
（各床面積を乗除した段階で小数点以下を切り捨てた。）。
　９億１３３９万９３１４円÷５９９５．６９㎡×１万０２２４．０２㎡＝１５億５７５４万７６５４円
（(5)につき，弁論の全趣旨）
　(6)　本件建物１～５階部分の賃貸時期
　本件建物１～５階部分の賃貸時期は，別紙仙台Ａビル５階以下のオフィス転用一覧の
とおりである。
（甲４４～５１，弁論の全趣旨）　
　(7)　本件決定等
　ア　原告は，被告に対し，平成１２年１２月２８日，本件建物の平成１１年度修正後評価
額及び平成１２年度修正後評価額のうち各価格４億３０００万円を超える部分の取消し
を求めて，法４３２条１項に基づく審査の申出をした。
　イ　被告は，上記原告からの審査申出について，平成１３年８月３１日に口頭で意見を
述べる機会（法４３３条２項）を与えた後，同年１２月２５日，本件決定をした。
（甲１７，１８）
　２　争点
　本件建物の固定資産評価額は，「適正な時価」（法３４９条１項，３４１条５号）といえる
か。これを細分化すると，次のとおりである。
　(1) 　評価基準の法的拘束力の有無
　(2) 　評価基準の一般的合理性の有無
　(3) 　評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を適切に算定することができ
ない特別の事情の有無
　３　争点(1)（評価基準の法的拘束力の有無）に関する当事者の主張
　(1)　被告
　ア　法４０３条１項は，市町村長は，自治大臣（現在は総務大臣）が告示する評価基準
によって課税標準となる価格を決定しなければならない旨規定している。専門的・技術
的性格を有している評価基準は，評価を行う者の主観的な判断に基づく個人差をできる
だけ排除し，評価における全国的な統一と市町村間の均衡を維持するため，自治大臣
が法律の具体的委任を受けて告示するものであって，一種の委任立法であり，補充立
法としての法的性格を有するものである。
　イ　したがって，評価基準は，固定資産税の課税標準となる適正な時価を算出するた
め，法により許容された唯一の基準であり，評価基準にのっとって算定された価格は，
適正な時価である。
　(2)　原告
　ア　評価基準は，固定資産の評価の大量性と便宜性を考慮して定められたものである
が，法は，価格を「適正な時価」(３４１条５号)と規定しており，評価基準に従って適正な
時価を超えた価格を算出することまで認めているものではない。
　イ　評価基準に従った家屋の評価額は，通常認められる個別の情況を考慮しても，客
観的交換価値よりも低めに評価されるという前提でのみ，正当性を有する。
　４　争点(2)（評価基準の一般的合理性の有無）に関する当事者の主張
　(1)　被告
　ア　再建築価格方式の合理性
　　(ｱ)　仙台市長が，評価基準にのっとり，本件建物について採用した評価の方法は，
イ及びウのとおり，この種の家屋について通常の維持管理がされた場合の減価の手法
として一般的な合理性を有している。



　　(ｲ)　したがって，被告は，本件建物について評価基準に基づいて評価したことについ
て主張立証すれば足り，原告が，評価基準が定める評価の方法によっては再建築費を
適切に算定することができない特別の事情又は評価基準が定める減点補正を超える減
価を要する特別の事情の存在の有無について，主張立証するべきである。
　イ　標準評点数，物価水準による補正率及び設計管理費等による補正率の一般的合
理性
　　(ｱ)　標準評点数
　　ａ　評点数の基礎となる再建築費評点数は，建築費のうちの工事原価に相当する。
標準評点数は，評点項目（資材の種別及び品等，施工の態様等の区分）に従い，標準
量（標準的な家屋の各部分別の単位当たり施工量）に対する工事費を基礎として算出さ
れている。
　この標準評点数は，東京都（特別区の区域）における物価水準により算定した工事原
価（資材費及びこれを施工するために要する労務費）に相当する費用に基づいて，その
費用の１円を１点として表すものである。資材費については，財団法人経済調査会の
「積算資料」及び財団法人建設物価調査会の「建設物価」に掲載されている建設業者が
現場で受け取る段階での各建築資材ごとの標準的な価格を基に算定された（乙４の４１
５３・３２頁）。
　　ｂ　本件建物は，建築に当たり実際に使用された鉄骨やコンクリート等の資材の施工
量が把握できたため，実際に使用された資材の施工量に基づき，評価された（乙１の４１
頁，乙２の５０頁）。
　　(ｲ)　物価水準による補正率の一般的合理性
　木造家屋の物価水準による補正率は，東京都（特別区の区域）を１．００として，各指
定市（道府県庁所在市及び東京都特別区をいう。）ごとに，１．００，０．９５，０．９０と三
段階に定められているが，非木造家屋の物価水準による補正率は，全市町村を通じて
東京都（特別区の区域）と同一率である１．００とされている。
　主要都市以外の指定市に所在する非木造家屋については，事務所，工場等の建物の
規模，程度の差が大きく，かつ，各資料の母数が僅少な地域があるため，特定の建物
が㎡当たりの単価に強く影響を与えることから，木造家屋と同様の手法によって合理的
な地域格差指数を求めることは困難であること，また，非木造家屋の生産技術は，中央
の企業が営業活動を全国展開し，仕事を受注する体制をとっており，中央と地方の単価
に大きな差はないから，主要都市の理論的な地域差指数を基に物価水準の補正率に
ついて判断しても差し支えないものと考えられることなどから，平成１５年度の評価替え
の際も，すべての指定都市の補正率が１．００とされた。
　　(ｳ)　設計管理費等による補正率の一般的合理性
　建設工事費は，建材費，労務費等の直接工事費と，設計管理費等（設計料，現場管
理費，一般管理費，利潤等）の間接工事費とに分けられ，間接工事費は，コスト要因の
積上げによる算出が困難なため，直接工事費に対する率を乗じて積算されている。
　設計管理費等による補正率は，全市町村を通じて，非木造家屋については１．１０とさ
れている。
　国土交通省建築工事積算基準（乙２０）に基づいて，本件建物の昭和６３年度再建築
費における一般管理費の割合を試算したところ，工事費に対する現場管理費及び一般
管理費の割合は，全工事の平均で１８．２３％となり，１０％を大幅に超えた。
　また，社団法人宮城県建築士事務所協会発行のパンフレットによれば，貸事務所の設
計監理料の算定例においても１０％を超えている。
　よって，非木造家屋の設計管理費等による補正率１．１０は，合理性を有する。
　ウ　非木造家屋の経年減点補正率の一般的合理性
　　(ｱ)　経年減点補正率
　本件に適用される「鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄筋コンクリート造」の経年減点補正率
（残価率２０％，８０％を６５年で定額法で補正。乙１の１２４頁，乙２の１６４頁）は，次の
とおり，合理的なものである。
　　(ｲ)　経過年数
　　ａ　固定資産税の建物の経過年数（耐用年数）については，国税の考え方を参考とし
て定められてきているが，経年減点補正率における経過年数は，平成５年に改正され，
非木造家屋についてはほとんどの用途構造で，概ね大蔵省令（乙１の２１３頁）と一致す
ることとされた。
　　ｂ　平成５年の経過年数の改正に当たっては，社団法人日本建築学会に委託して，
部位別による算定方法と家屋の滅失状況による算定方法により短縮の是非が検討さ
れ，その結果，短縮することが適当であるとされた。



　滅失状況調査は，全国都道府県庁所在市４６市（那覇市を除く。）に川崎市と北九州市
を加えた合計４８市の固定資産課税台帳を基に，残存棟数と除却棟数から平均的な建
物の残存年数を推計したもので，建築年次別に半数（５０％）が滅失する年数を寿命値
と考えるものである。状況としては，相当数の年数短縮が認められたが，滅失状況調査
による年数短縮は物理的には十分使用可能であるのに，所有者の事情（土地絡み，使
用収益，利用効率等）で取り壊され，寿命が短縮されているものがあって，税の立場か
らは課題が残ることから，これを参考とし，かつて国税で検討されたといわれる部位別に
よる算定方法により理論上の年数を検討することとされたものである（乙１８の２６頁）。
　このように，評価基準においては，物理的耐用年数を基礎としながら，機能的耐用年
数，経済的耐用年数についても一定の考慮を行って，一般的な「効用持続年数」を設定
し，定額法を基本として時の経過に応じた損耗分の考慮を行うこととしているものであ
る。
　　(ｳ)　残価率
　一定経過年数（耐用年数）以後の最終残価率は，０．２０にされているが，これは，通
常の維持管理を継続して行った場合，家屋の効用を発揮し得る最低限を捉えるとした場
合には，経過年数による損耗度合からみて家屋の残価は２０％程度が限度という考え
方に立っている（乙１４の６頁）。
　税務会計上の減価償却資産（建物）の残価率は１０％となっているが，税務会計上の
減価償却は，当該資産に係る償却費用を毎期に適切に配分すること（投下資本の適正
な費用配分）を目的としているのに対し，評価基準における経年減点補正率は，家屋と
して維持存続している効用（実体価値）を把握しようとするものであるから，両者は趣旨・
目的が異なるものであり，同一に論ずることはできない。
　エ　Ｂ鑑定評価書について
　　(ｱ)　はじめに
　後記Ｂ鑑定評価書は，次のとおり，評価を行う者の主観的な判断に基づく個人差をで
きるだけ排除し，評価における全国的な統一と市町村間の均衡を維持することが必要な
固定資産の評価には全く適していない。
　　(ｲ)　評価の対象を異にしていること
　　ａ　評価基準は，固定資産税の課税標準となる適正な時価を算出するための基準で
ある。したがって，土地と建物が民法上別個の不動産とされ，課税上も家屋が独立した
財産課税の対象とされ，家屋所有者が租税負担をする法制度の下では，敷地との一体
的な評価を行わずに対象家屋そのものを評価する評価基準は，その存在目的に合致し
た合理的なものであるということができる。
　　ｂ　これに対し，不動産鑑定評価基準によると，「建物は，その敷地と結合して有機的
に効用を発揮するものであり，建物とその敷地とは密接に関連しており，両者は一体と
して鑑定評価の対象とされるのが通例であるが，鑑定評価の依頼目的及び条件によ
り，建物及びその敷地が一体として市場性を有する場合における建物のみの鑑定評価
又は建物及びその敷地が一体として市場性を有しない場合における建物のみの鑑定評
価がある。」と定められており，敷地との有機的な効用を重視し，建物のみの鑑定評価
は例外的なものと位置付けられている。
　さらに，不動産鑑定評価基準によると，建物のみの鑑定評価を行う例外的場合にも，
「この場合の建物の鑑定評価は，その敷地と一体化している状態を前提として，その全
体の鑑定評価額の内訳として建物について部分鑑定評価を行うものである。この場合
における建物の鑑定評価額は，積算価格，配分法に基づく比準価格及び建物残余
法・・・による収益価格を関連づけて決定するものとする。」と定められている。
　さらに，賃貸料等の収益を基準として評価する収益換算法（収益還元法）は，賃貸料
等についてはなはだしい格差があるなどの難点があり，また，比準法についても，個々
の売買に個別的な事情による偏差があることのほか，家屋の取引が一般的に宅地とと
もに行われている現状からして，そのうちの家屋の部分を分離することが困難であるな
どの難点がある。
　　(ｳ)　最有効使用について
　　ａ　評価基準は，土地，家屋及び償却資産の資産的価値に着目し，その所有という
事実に担税力を認めて課される財産税である固定資産税の課税標準となる適正な時価
を算出するための基準である。したがって，評価基準による本件家屋の評価は，その使
用方法が最有効使用であるか否かと関連しない。
　これに対し，不動産鑑定評価基準によると，不動産の価格に関する諸原則の１つとし
て最有効使用の原則があり，「不動産の価格は，その不動産の効用が最高度に発揮さ
れる可能性に最も富む使用（最有効使用）を前提として把握される価格を標準として形



成される。この場合の最有効使用とは，客観的にみて，良識と通常の使用能力を持つ
人による合理的かつ合法的な最高最善の使用方法をいう。なお，ある不動産について
の現実の使用方法は，必ずしも最有効使用に基づいているものではなく，不合理又は
個人的な事情による使用方法のために，当該不動産が十分な効用を発揮していない場
合があることに留意すべきである。」と定められている。
　　ｂ　Ｂ鑑定評価書による最有効使用の認定は，次のとおり妥当でない。
　すなわち，建築当初の本件建物の最有効使用は，建築時の建物の種類である校舎・
事務所・寄宿舎・駐車場としての使用方法である。したがって，最有効使用を学校とした
場合の評価額と貸事務所とした場合の評価額とを比較対照し，その結果によって判定
するという過程を経ないと，最有効使用判定についての実証的な検証ができない。とこ
ろが，Ｂ証人の証言によっても，Ｂ鑑定評価書の作成過程においてそのような検討がな
された形跡はうかがわれない。
　　(ｴ)　減価の基準について
　　ａ　Ｂ鑑定評価書において，躯体と設備の割合が７０対３０とされている点は，その根
拠は不明確である。
　　ｂ　設備の観察減価により１００％の減価がされている点は，主観的な判断である。
　　ｃ　躯体の耐用年数が３５年とされている点についても，客観的な基準に基づくもので
はない。
　　ｄ　躯体の観察減価率が５５．０％とされている点についても，客観的な基準に基づい
て観察減価がなされたものとは認められない。
　(2)　原告
　ア　再建築価格方式の問題点
　　(ｱ)　再建築価格方式は，個別事情を斟酌せず，また，原価法に重点を置き，市場性
（現実の取引価格）や収益性（現実の収益力）を無視している。
　　(ｲ)　評価基準の経年減点補正率は，鉄筋コンクリート造の店舗であれば，毎年１．６
％ずつ，５０年間にわたって直線的に減点している。
　しかし，現実の建物では，そのような直線的な減価をすることはあり得ず，双曲線のよ
うな減価をたどるのが一般である。それは，設計の良否，コンクリート材の良否，施工の
良否，構造や間取りの陳腐化など様々な要因によって建物の問題が顕在化して維持修
繕費がかさんだり，競争力が低下したりして，それが建物の価値に直接影響を及ぼすた
めである。
　被告は，通常の維持管理を継続して行った場合，家屋の効用を発揮し得る最低限を
捉えるとした場合には，経過年数による損耗度合からみて家屋の残価は２０％程度が
限度という考え方に立って残価率が定められた旨主張するが，どうして通常の維持管理
を行った場合直線的な減価になるのか，残価がなぜ２０％になるのかについて，積極的
理由付けは皆無である。
　　(ｳ)　また，店舗用の鉄筋コンクリート造建物の法定耐用年数は，現在では３９年であ
り，５０年間にわたって減価するというのは現在の社会経済情勢にそぐわない。
　　(ｴ)　これらの原因により，多くの建物では評価基準によって算出された価格が客観
的な交換価値を上回るという逆転現象が早期に現れることになる。
　　(ｵ)　この逆転現象を是正するために，各種の減点補正を適切に行うことが期待され
る。しかしながら，実際は，減点箇所が目視可能な状態になければ，減点補正がされな
いし，目視可能な場合であっても，減点補正が適切に行われているとはいい難い。
　イ　Ｂ鑑定評価書
　　(ｱ)　はじめに
　Ｂ不動産鑑定士による鑑定評価書（甲１１，３７，３８。以下「Ｂ鑑定評価書」という。）
は，十分信頼することができる。
　　(ｲ)　鑑定評価の個別性
　本件建物については，評価基準によって求めた価格と不動産鑑定士が不動産鑑定評
価基準によって求めた鑑定価格との間に大幅な価格差が認められる。
　このような場合，評価基準は合理性の根拠を失っているものと推定されるべきである。
なぜなら，評価基準は，客観的交換価値を簡易迅速に求めるために定められた大雑把
な基準にすぎず，個別具体的事情をつぶさに把握して正確な算定をする不動産鑑定士
による鑑定評価には遠く及ばないからである。
　　(ｳ)　最有効使用
　本件建物の最有効使用は，事務所ビルである。学校を最有効使用とすることは，非現
実的である。
　　(ｴ)　被告の主張に対する反論



　　ａ　被告は，評価基準と不動産鑑定評価基準とは，趣旨・目的，根拠，評価対象及び
評価方法が異なる旨指摘するが，そのような見解は，課税目的のための時価評価とい
う点に独自の価値を見出す見解であり，最高裁判所平成１０年(行ヒ)第４１号同１５年６
月２６日第一小法廷判決・裁判所時報１３４２号に照らし，失当である。
　　ｂ　被告は，不動産鑑定評価基準が敷地と建物を一体として鑑定評価の対象とする
ことを原則としていることを批判し，この手法によったＢ鑑定評価書を批判している。
　しかし，建物の客観的な交換価値を把握する方法として，敷地と一体のものとして評
価することは，十分に合理的であり，だからこそ不動産鑑定評価基準において，その手
法が原則とされている。社会通念上も，敷地と建物は，一体のものとして有機的な効用
を発揮し，一体のものとして市場価値を持つ。これを無理矢理切り離して建物だけを評
価しようとしても，客観的な交換価値を算出することは難しい。
　よって，被告のＢ鑑定評価書の批判は，失当である。
　５　争点(3)（特別の事情の有無）に関する当事者の主張
　(1)　原告
　ア　特別の事情
　　(ｱ)　イ以下のとおり，評価基準が定める評価の方法によっては本件建物の価格を適
切に算定することができない特別の事情がある。
　　(ｲ)　本件建物の適正な時価は，次のとおりである（甲３８）。
　平成１１年１月１日時点　５億１５００万円
　平成１２年１月１日時点　４億８０００万円
　イ　減価率の不合理性
　　(ｱ)　本件建物は，学校用建物であるにもかかわらず，評価基準上，事務所用建物と
同一の減価年数と取り扱われた。
　　(ｲ)ａ　しかし，事務所用建物と学校用建物とは，構造上かなり異なっている。
　　ｂ　そのため，減価償却資産の耐用年数等に関する省令（乙２の２３０頁。昭和４０年
大蔵省令第１５号。平成１０年大蔵省令第５０号による改正後のもの）上も，寄宿舎用建
物及び学校用建物は，住宅用建物と同一区分に属し，耐用年数が４７年とされているの
に対し，事務所用建物のそれは５０年とされている。
　　(ｳ)　前記１(3)オ(ｲ)ｃのとおり，直ちに適用すべき評点基準表を定めることが困難な
場合は，最も類似する建物に係るものを適用するとされ，一棟の建物で二以上の異なっ
た構造を有する部分のある非木造家屋については，当該各部分について，それぞれに
対応する非木造家屋評点基準表を適用するものとされている。
　　(ｴ)　本件建物の１階から５階までは，学校の講義棟であるところ，学校は不特定の
多数人が同一スペースに集合すること，ロビーやトイレ，エレベーターといったいわゆる
パブリックスペースが広く確保されることなどから，「３　店舗及び病院用建物」が最も類
似する用途区分であり，１階から５階まではこれを適用すべきである。
　　(ｵ)　本件建物の東棟の１階から５階までは学生寮として建築されているところ，「２　
住宅，アパート用建物」が最も類似するので，東棟１階から５階までには，これを適用す
べきである。
　　(ｶ)　したがって，上記(ｱ)の取扱いは，不合理である。
　ウ　用途変更の必要性
　平成５年をピークとして１８歳人口が減少したにもかかわらず，文部省（現在の文部科
学省）による昭和６１年から平成４年までの大学の定員増を図る臨時的定員増と平成５
年度から既存校に対する７年間の臨時的定員増の追加実施のため，大学・短大への入
学者が高水準を保ち続け（平成１５年には，８４％に達している。），大学浪人生が激減し
た。
　このような国の大学定員増政策・社会情勢の変化という客観的要因により，本件建物
での予備校経営は不可能となり，貸事務所に転用せざるを得なくなった。
　エ　各種学校用建物であったことによる特殊性
　　(ｱ)　本件建物は，宮城県では各種学校に分類されるため，校地，校舎の設備，校舎
の面積などを定めた専修学校設置基準（昭和５１年１月１０日文部省令第２号），私立各
種学校の設置等の認可に関する審査基準及び学校環境衛生の基準（平成４年６月体
育局長裁定）を充たす必要があったため，一般の貸事務所と比較して，建築費が相当
高額となった。
　　(ｲ)ａ　すなわち，多数の生徒が同時に授業を受けるため，県の指導により，廊下やエ
レベーターホール等パブリックスペースを相当広く設けた。多数の若者が集うという特殊
性を考慮して，汚れにくい壁とするために特殊なコーティングを施し，これに相当の費用
がかかった。



　　ｂ　また，予備校部分と事務所部分（６ないし８階）を別々にするようにとの県の指導
により，入口が２か所，事務所用エレベーター２機と学生用エレベーター２機の合計４機
を設置した。
　　ｃ　本件建物は，新幹線及び在来線の線路脇に建築されたため，「学校環境衛生の
基準」等すべての法規制に合致するよう，壁に相当の防音材を入れ，二重サッシにする
などし，相当の費用を要した。
　　ｄ　これらのため，建築費用が上昇したにもかかわらず，事務所として賃貸可能な面
積の全体の延べ床面積（駐車場を除く。）に占める比率が４５．４％にすぎず，競争力低
下につながっている。
　　ｅ　さらに，東棟の１階から５階の学生寮であった部分は，本件係争年度において
は，倉庫としてしか使用できなかった。
　　ｆ　教室用，学生寮又は職員寮部分を事務所用としての用途変更のために多額の費
用投下を必要とするから，本件係争年度における評価に当たっては，その用途変更に
要する費用を評価上のマイナス要因として斟酌する必要がある。
　オ　近隣商業地域に建築された貸事務所
　本件建物は，近隣商業地域に建築されたため，商業施設たる貸事務所に転用した場
合は，他との競争に勝てず，経済的価値も低い。
　カ　敷地条件等の個別事情
　　(ｱ)　本件建物は，新幹線の線路の隣に建築されたので，建設工事中の事故防止に
特に配慮し，工事期間中，監視保安員を３名雇うなど人件費が多くかかった。
　　(ｲ)　本件建物の敷地からわき水がしみ出し，このため，地下２階部分に湧水槽を設
けたが，これに多額の費用を要した。
　(2)　被告
　ア　原告の主張ア（特別事情）は否認する。
　イ　同イ（減価率の不合理性）のうち，(ｱ) は認める。
　(ｲ)ａは否認し，(ｲ)ｂは不知。
　(ｳ)は認める。ただし，これらは，再建築費評点数の適用に関するものであり，経年減
点補正率適用に関するものではないから，経年減点補正率の該当性判断には不適切
である。
　(ｴ)は否認する。事務所及び銀行用建物と比較して，店舗については顧客誘引のため
の機能維持の必要性が特に高く，また，病院用建物についても衛生管理のための機能
維持上の必要性が特に高いことから，評価基準の別表第１３の経年減点補正率表は，
店舗及び病院用建物について事務所及び銀行用建物についてよりも高い減価率を定
めているものと解されるところ，校舎については，店舗及び病院用建物に匹敵するだけ
の特殊な機能維持上の必要性はなく，経年減価の程度は事務所及び銀行用建物と特
に異ならないものである。
　(ｵ)は否認する。本件建物は，建築当初から登記上の種類が「校舎・事務所・寄宿舎・
駐車場」であるだけでなく，寄宿舎の部分も，他の部分と一棟の建物として結合してお
り，構造上一体であること，また，本件建物全体の機能維持上も寄宿舎部分だけを事務
所部分から切り離すことができないこと，１階ないし５階の校舎部分が貸事務所に転用
された後の事務所部分の床面積が全体の概ね８割を占めることなどから，原告主張の
部分を他から分離して住宅又はアパート用建物とみることができないものと認められる。
　(ｶ)は否認する。
　ウ　同ウ（用途変更の必要性）は不知。
　固定資産税は，収益税ではなく，財産税であり，かつ，固定資産税における家屋の評
価は，再建築価格方式を採用している評価基準によるべきであるから，所有者が当該
建物の用途を学校施設から事務所に変更し，そのため，現実の収益が減少したとして
も，家屋課税台帳の評価額が収益の減少に伴って変動するわけではない。
　また，再建築価格方式による家屋の評価額は，実際に使用されている資材の種別や
その施工量等を基に求められるのであるから，改築が行われて資材や施工量自体に変
化があった場合を除き，用途変更による収益の増減により家屋の評価額は変わらな
い。
　エ　同エ（各種学校用建物であったことによる特殊性）のうち，(ｱ)及び(ｲ)ａは不知，ｂの
うち，入口が２か所，エレベーター４機が設置されていることは認め，その余は不知，ｃの
うち，新幹線及び在来線の線路近くに建築されたこと，壁に防音材を使用し，一部の窓
に二重サッシを使用していることは認め，その余は不知，ｄ及びｅは不知，ｆは否認する。
  本件建物の建築当初に付設された諸設備は，除却されず残存する以上，家屋の固定
資産評価上，無視できないし，賃貸用のスペース部分の割合が低いこと等も，評価基準



上考慮されない。
　オ　同オ（近隣商業地域）は不知。
　カ　同カ（敷地条件等の個別事情）(ｱ)のうち，本件建物は新幹線の線路の隣に建築さ
れたことは認め，その余は不知。(ｲ)のうち，本件建物の地下に湧水槽を設けたことは認
め，その余は不知。
第３　当裁判所の判断
　１　争点(1)（評価基準の法的拘束力の有無）について
　(1) 　評価基準の位置付け
　ア　法３４９条１項は，家屋に対して課する基準年度の固定資産税の課税標準を，当
該家屋の基準年度に係る賦課期日における価格で家屋課税台帳又は家屋補充課税台
帳に登録されたものとすると規定し，同項にいう価格について，法３４１条５号は，「適正
な時価」と規定している。「適正な時価」とは，正常な条件の下で成立する当該家屋の取
引価格，すなわち，客観的な交換価値を意味する（前記最高裁平成１５年６月２６日第
一小法廷判決参照）。
　イ　他方，法は，固定資産の評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続を自治大
臣（現在は総務大臣）の告示である評価基準にゆだね（３８８条１項），市町村長は，評
価基準によって固定資産の価格を決定しなければならないと規定している（４０３条１
項）。これは，全国一律の統一的な評価基準による評価によって，各市町村の評価の均
衡を図り，評価に関与する者の個人差に基づく評価の不均衡を解消することを目的とし
て，適正な時価を算定するための技術的かつ細目的な基準の定めを自治大臣の告示
に委任したものであって，賦課期日における適正な時価を上回る価格を算定することま
でもゆだねたものではない（前記最高裁平成１５年６月２６日第一小法廷判決参照）。
　(2)　まとめ
　したがって，評価基準は法により許容された唯一の基準であり，評価基準にのっとって
算定された価格は適正な時価である旨の被告の主張は，理由がない。
　２　争点(2)（評価基準の一般的合理性の有無）及び争点(3)（特別の事情の有無）につ
いて
　(1)　事実認定
　各項に掲記の証拠によれば，次の事実が認められる（争いのない事実を含む。）。
　ア　標準評点数
　　(ｱ)　評点数の基礎となる再建築費評点数は，建築費のうちの工事原価に相当する。
標準評点数は，評点項目（資材の種別及び品等，施工の態様等の区分）に従い，標準
量（標準的な家屋の各部分別の単位当たり施工量）に対する工事費を基礎として算出さ
れている。この標準評点数は，東京都（特別区の区域）における物価水準により算定し
た工事原価（資材費及びこれを施工するために要する労務費）に相当する費用に基づ
いて，その費用の１円を１点として表すものである。
　資材費については，財団法人経済調査会の「積算資料」及び財団法人建設物価調査
会の「建設物価」に掲載されている建設業者が現場で受け取る段階での各建築資材ご
との標準的な価格を基に算定されている。
（乙４の４１５３・３２頁，弁論の全趣旨）
　　(ｲ)　本件建物は，建築に当たり実際に使用された鉄骨やコンクリート等の資材の施
工量が把握できたため，実際に使用された資材の施工量に基づき，評価された。
（甲３３，弁論の全趣旨）
　イ　物価水準による補正率
　木造家屋の物価水準による補正率は，東京都（特別区の区域）を１．００として，各指
定市（道府県庁所在市及び東京都特別区をいう。）ごとに，１．００，０．９５，０．９０と三
段階に定められているが，非木造家屋の物価水準による補正率は，全市町村を通じて
東京都（特別区の区域）と同一率である１．００とされている。
　主要都市以外の指定市に所在する非木造家屋については，事務所，工場等の建物の
規模，程度の差が大きく，かつ，各資料の母数が僅少な地域があるため，特定の建物
が㎡当たりの単価に強く影響を与えることから，木造家屋と同様の手法によって合理的
な地域格差指数を求めることは困難であること，また，非木造家屋の生産技術は，中央
の企業が営業活動を全国展開し，仕事を受注する体制を採っており，中央と地方の単
価に大きな差はないから，主要都市の理論的な地域差指数を基に物価水準の補正率
について判断しても差し支えないものと考えられることなどから，平成１５年度の評価替
えの際も，すべての指定都市の補正率が１．００とされた。
（乙１９）
　ウ　設計管理費等による補正率



　建設工事費は，建材費，労務費等の直接工事費と，設計管理費等（設計料，現場管
理費，一般管理費，利潤等）の間接工事費とに分けられ，間接工事費は，コスト要因の
積上げによる算出が困難なため，直接工事費に対する率を乗じて積算されている。
　設計管理費等による補正率は，全市町村を通じて，非木造家屋については１．１０とさ
れている。
　国土交通省建築工事積算基準（乙２０）に基づいて，本件建物の昭和６３年度再建築
費における一般管理費の割合を試算したところ，工事費に対する現場管理費及び一般
管理費の割合は，全工事の平均で１８．２３％となり，１０％を大幅に超えた。
　また，社団法人宮城県建築士事務所協会発行のパンフレットによれば，貸事務所の設
計監理料の算定例においても１０％を超えている。
　よって，非木造家屋の設計管理費等による補正率１．１０は，合理性を有する。
（乙１９～２２，弁論の全趣旨）
　エ　経過年数
　　(ｱ)　固定資産税の建物の経過年数（耐用年数）については，国税の考え方を参考と
して定められてきているが，経年減点補正率における経過年数は，平成５年に改正さ
れ，非木造家屋についてはほとんどの用途構造で，概ね大蔵省令（乙１の２１３頁）と一
致することとされた。
　　(ｲ)　平成５年の経過年数の改正に当たっては，社団法人日本建築学会に委託して，
部位別による算定方法と家屋の滅失状況による算定方法により短縮の是非が検討さ
れ，その結果，短縮することが適当であるとされた。
　滅失状況調査は，全国都道府県庁所在市４６市（那覇市を除く。）に川崎市と北九州市
を加えた合計４８市の固定資産課税台帳を基に，残存棟数と除却棟数から平均的な建
物の残存年数を推計したもので，建築年次別に半数（５０％）が滅失する年数を寿命値
と考えるものである。状況としては，相当数の年数短縮が認められたが，滅失状況調査
による年数短縮は物理的には十分使用可能であるのに，所有者の事情（土地絡み，使
用収益，利用効率等）で取り壊され，寿命が短縮されているものがあって，税の立場か
らは課題が残ることから，これを参考とし，かつて国税で検討されたといわれる部位別に
よる算定方法により理論上の年数を検討することとされた。
　　(ｳ)　上記の説明には，分かりにくい点があるが，実際には建物が早期に取り壊され
ているのに，固定資産税の観点から修正を加えていることを意味するのであれば，その
ような取扱いに，評価基準による価格と客観的交換価値とのずれが生じる契機が存在
することになる。
（乙１，乙１８の２６頁）
　オ　残価率
　　(ｱ)　一定経過年数以後の最終残価率は，０．２０とされているが，これは，通常の維
持管理を継続して行った場合，家屋の効用を発揮し得る最低限を捉えるとした場合に
は，経過年数による損耗度合からみて家屋の残価は２０％程度が限度という考え方に
立っている。
　　(ｲ)　上記説明にも，分かりにくい点がある。上記説明は，通常の維持管理を継続して
行い，家屋の効用を発揮している以上，最低２０％の残価があることを説明しているとい
うよりは，一定年数が経過した以上，残価として評価し得るのは，最大２０％であること
を説明していると理解することもできる。
　　(ｳ)　税務会計上の減価償却資産（建物）の残価率は，１０％となっている。
（乙１４，弁論の全趣旨）
　カ　再建築価格方式採用の理由の当否
　　(ｱ)　評価基準が家屋について再建築価格方式を採用した理由は，再建築価格は，
家屋の価格の構成要素として基本的なものであり，その評価の方式化も比較的容易で
あり，また建築物価等の個別の事情による偏差や建築の時点の差異等を取り除き，家
屋の資産価値を客観的に把握できること，これに対し，①家屋の取得時における取得価
格を基準とする評価方法は，取得価格の形成に取引当事者間の個別事情等（取得者と
売主又は建築主との関係，建築時期における建築資材の価格の相違等）の影響がある
こと，在来分家屋においては，取得価格の不明なものが多いと思われたことなどから直
ちに取得価格を正常価格とみなすことは難しく，適当でないこと，②類似家屋の売買実
例価格を基準とする評価方法も，売買実例価格に個別的事情が含まれ，③また，家屋
が土地と一体となって売買される場合，家屋部分の価格を適正に把握することが困難で
あることなどから適当ではないこと，さらに，④賃貸料等の収益を基準とする方法も，家
屋の賃貸料等が借主と貸主との間の個別事情等により価格形成がなされることなどか
ら，賃貸料等を基準として求めた価格が正常価格とみなすことは難しいと考えられたた



めである。
（乙７の４１～４６頁）。
　　(ｲ)　しかしながら，これらの理由を不動産鑑定評価基準の観点から検討すると，①
家屋の取得時における取得価格を基準とする評価方法及び②類似家屋の売買実例価
格を基準とする評価方法における特殊事情は，その特殊事情を考慮して各種の修正を
加えることの理由とはなっても，取引事例比較法の採用そのものを否定する理由とはな
り得ないと考えられる。
　また，④賃貸料等の収益を基準とする方法について，家屋の賃貸料等が借主と貸主と
の間の個別事情があることも，同様に，その特殊事情を考慮して各種の修正を加えるこ
との理由とはなっても，収益還元法の採用そのものを否定する理由とはなり得ないと考
えられる。
　③家屋が土地と一体となって売買される点も，土地と建物は法制上別個の不動産とさ
れているが，通常は一体として売買されざるを得ない実態を前提とする限り，一体として
の売買が通常の事態なのであって，家屋だけの公開された合理的な市場を想定するこ
との方が実際的ではない。
　キ　再建築価格方式による価格と適正な時価
　　(ｱ)　不動産鑑定評価基準が正常な条件の下で成立する家屋の取引価格，すなわ
ち，客観的な交換価値を算定するための基準であることは，明らかである。
　　(ｲ)　再建築価格方式により算定された価格が不動産鑑定評価基準の観点から見た
「適正な時価」を超えていないかについては，疑問が生じる。
　すなわち，店舗用建物のうち鉄筋コンクリート造の例で検討すると，残価率が２０％とさ
れ，残りの８０％を５０年にわたり定額法で減価するため（乙２の１６６頁），１０年経過で
１６％，２０年経過で３２％の減価にとどまる。
　これに対し，不動産鑑定評価基準による価格は，Ｂ鑑定評価書等から明らかなよう
に，減価率が評価基準よりも大きく，残価率も低いことがうかがわれる（弁論の全趣
旨）。
　　(ｳ)　評価基準に従い，再建築価格方式により算定する際，再建築費を実際よりも低
く把握する方法を採用すれば，再建築価格方式により算定された価格が不動産鑑定評
価基準による価格を上回る事態を少なくすることができる。
　また，木造家屋，及び非木造家屋のうち住宅，アパート用建物のように，初期減価率
を初年度０．８０，２年度０．７５，３年度０．７０とすれば（乙２の７６頁，１６５頁，乙１５），
同様に，再建築価格方式により算定された価格が不動産鑑定評価基準による価格を上
回る事態を少なくすることができる。
　ク　学校用建物及び寄宿舎用建物の減価率
　　(ｱ)　事務所用建物と若者の集う学校用建物及び寄宿舎用建物とでは，後者の耐用
年数が前者のそれよりも短いことが推認される。減価償却資産の耐用年数等に関する
省令（昭和４０年大蔵省令第１５号。平成１０年大蔵省令第５０号による改正後のもの。
乙２の２３０頁）上も，学校用建物と寄宿舎用建物は，住宅用建物と同一区分に属し，耐
用年数が４７年とされているのに対し，事務所用建物のそれは５０年とされていること
も，上記の点を裏付けるものである。
　そして，評価基準に非木造家屋の学校用建物と寄宿用建物について定めがないの
は，それらが非課税とされることが多いためであると考えられる（弁論の全趣旨）。
　　(ｲ)　そうすると，本件建物のうち教室，学生寮及び職員寮については，少なくとも平
成１０年７月３１日の各種学校の廃止認可まで，経年減点補正率基準表の適用におい
て，鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所，銀行用建物及び２～７以外の建物（乙１の１２４
頁，乙２の１６４頁）と取り扱うことは，合理性に欠ける点がある。
　ケ　Ｂ鑑定評価書
　　(ｱ)　原告提出のＢ鑑定評価書（甲１１，３７，３８）の概要は，次のとおりである。
　　ａ　価格時点
　平成１２年１２月１０日を価格時点とする。
　　ｂ　最有効使用
　本件建物の敷地の最有効使用を高層の事務所ビルの敷地としての使用と判定した。
　　ｃ　収益還元法
　総収益を１億５９５９万０７０４円（空室部分については，地域周辺の賃料等状況を調査
し，適正賃料を求め，年間収入を算定した。）及び総費用９２０３万９３７６円（実費相当
額及び地域周辺における一般的な収益事例を基に算定した。）に基づき，純収益を６７５
５万１３２８円とし，総合還元利回り５．９３％（土地について４．５％，建物について８．０
％）に基づき，収益価格を１０億５０００万円と算定した。



　　ｄ　原価法
　土地の再調達原価を，取引事例比較法，土地残余法により，１７万円／㎡×３７０６㎡
≒６億３０００万円と算定した。
　建物の再調達原価を，同種の建物の建設事例及び財団法人建物物価調査会発行
「建物鑑定評価資料」の同種の建築コストモデル等を基に，次のとおり算定した。
事務所，教室部分　２２万５０００円／㎡×８８０２．５０㎡≒１９億８０００万円
学生寮部分　１５万４０００円／㎡×１９１８．４０㎡≒２億９５００万円
職員寮部分　１７万４０００円／㎡×２５４．１０㎡≒４４００万円
合計　２３億円
　　ｅ　建物現価率
　躯体については，耐用年数を３５年とみて，１４年経過で４０％減価とし，残りの６０％に
ついても，観察減価５５％として，現価率を２７％とした（６０％×（１－０．５５））。
　設備については，耐用年数を１５年とみて，１４年経過で９３．３％減価，残りの６．７％
についても，観察減価１００％として，現価率０％とした。
　建物の再調達原価のうち，７０％を躯体，３０％を設備とし，建物価格を４億３５００万円
と算定した（２３億円×０．７×０．２７）。
　　ｆ　鑑定価格
　土地価格と建物価格とを積算すると，その価格は１０億６５００万円（６億３０００万円＋
４億３５００万円）となるが，鑑定評価額を１０億６０００万円とした。
　上記割合は，土地５９．２％，建物４０．８％であり，次の時点修正率を乗ずると，平成１
１年１月１日時点における本件建物の価格は５億１５００万円，平成１２年１月１日時点に
おける本件建物の価格は４億８０００万円となる。
土地，平成１１年１月１日　１３１．６％，
建物，平成１１年１月１日　１１９％，
土地，平成１２年１月１日　１１４．４％，
建物，平成１２年１月１日　１１１％
　　(ｲ)ａ　出発となる再建築費は，Ｂ鑑定評価書の２３億円の方が，評価基準による平成
９基準年度における１８億９２０７万５５４４円（１６万８２３８円×１０２２４．０２㎡×１．１０）
よりも高い。
　本件建物の再建築費が２３億円よりも高い旨の主張立証はない。
　　ｂ　Ｂ鑑定評価書における減価率は，評価基準におけるそれに比し，大きい。
　被告は，躯体と設備の割合が７０対３０とされている点，設備の観察減価により１００％
の減価がされている点，躯体の耐用年数が３５年とされている点，躯体の観察減価率が
５５．０％とされている点は客観的な基準に基づくものではない等と主張する。
　確かに，これらの減価等の判定には，不動産鑑定士ごとにバラツキはあり得ることが
認められる（証人Ｂの証言（甲４０を含む。））。
　しかしながら，これらの減価等は，収益還元法や取引事例比較法等による試算価格と
の調整を目的とするものであり，収益還元法や取引事例比較法等による試算価格との
均衡を無視した無制限なものではあり得ないから，Ｂ鑑定評価書における減価等は，相
当なものと認めるべきである（被告は，評価基準と不動産鑑定評価基準はそもそもその
対象が異なる等と主張しているため，Ｂ鑑定評価書を批判する不動産鑑定評価基準に
のっとった不動産鑑定評価書を提出していないものである。）。
　コ　最有効使用
　　(ｱ)　本件建物の敷地の最有効利用としては，Ｂ鑑定評価書のとおり，高層の事務所
ビルの敷地であることには，異論が少ないと考えられる。
　　(ｲ)　さらに，一般の貸事務所としての需要に比し，各種学校用建物の需要が極めて
少ないことは，認めざるを得ないところであり，既に本件建物が学校用建物等として建
築されたことや，仙台市は東北地方における教育の中心であり，各種学校を含め多くの
学校が存在していること（弁論の全趣旨）を考慮しても，本件建物を学校用建物及び寄
宿舎用建物として容易に転売や賃貸ができるものと認めることはできないから，本件建
物の最有効利用も貸事務所であると認めざるを得ない。
　サ　その他
　　(ｱ)　本件建物は，宮城県では各種学校に分類されるため，校地，校舎の設備，校舎
の面積などを定めた専修学校設置基準（昭和５１年１月１０日文部省令第２号），私立各
種学校の設置等の認可に関する審査基準及び学校環境衛生の基準（平成４年６月体
育局長裁定）を充たす必要があったため，一般の貸事務所と比較して，建築費が相当
高額となった。
　　ａ　すなわち，多数の生徒が同時に授業を受けるため，県の指導により，廊下やエレ



ベーターホール等パブリックスペースを相当広く設けた。多数の若者が集うという特殊性
を考慮して，汚れにくい壁とするために特殊なコーティングを施し，これに相当の費用が
かかった。
　　ｂ　また，予備校部分と事務所部分（６～８階）を別々にするようにとの県の指導によ
り，入口が２か所，事務所用エレベーター２機と学生用エレベーター２機の合計４機を設
置した。
　　ｃ　本件建物は，新幹線及び在来線の線路脇に建築されたため，「学校環境衛生の
基準」等すべての法規制に合致するよう，壁に相当の防音材を入れ，二重サッシにする
などし，相当の費用を要した。
　　ｄ　これらのため，建築費用が上昇したにもかかわらず，事務所として賃貸可能な面
積の全体の延べ床面積（駐車場を除く。）に占める比率が４５．４％にすぎず，競争力低
下につながっている。
　　ｅ　東棟の１階から５階の学生寮及び職員寮であった部分は，事務所への転用が教
室部分に比し，更に困難である。
（甲１１，２０～３１，３３～３５，弁論の全趣旨）
　　(ｲ)　原告は，本件建物は近隣商業地域に建築されたため，商業施設たる貸事務所
に転用した場合は，他との競争に勝てず，経済的価値も低い旨主張する。この点は，評
価基準においては，余り考慮されない点であるが，不動産鑑定評価基準による評価に
おいては，十分考慮されると考えられる。
　　(ｳ)　原告は，本件建物は，新幹線の線路の隣に建築されたので，建設工事中の事
故防止に特に配慮し，工事期間中，監視保安員を３名雇うなど人件費が多くかかった旨
主張する。前記のとおり，本件建物については，建築に当たり実際に使用された鉄骨や
コンクリート等の資材の施工量が把握できたため，実際に使用された資材の施工量に
基づき評価されたものであるが，このことは，評価基準による評価に当たり，原告の建
設会社との請負契約における工事請負金額をそのまま取り入れたことを意味するもの
ではないから，監視保安員等の人件費が多くかかった点は，評価基準による評価に影
響していないものと認められ，この点の原告の主張は理由がない。
　　(ｴ)　原告は，本件建物の敷地からわき水がしみ出し，このため，地下２階部分に湧
水槽を設けたが，これに多額の費用を要した旨主張する。
　湧水槽を設けた点は，評価基準においては，施工量としてそのまま考慮される点であ
るが，不動産鑑定評価基準による評価においては，さほど考慮されない点であると考え
られる。
　(2)　判断
　ア　以上の事実によれば，評価基準により算定された本件建物の価格は，毎年の減
価率が低く，経過年数（耐用年数）後の残価率が高いため，客観的な交換価値を上回る
おそれがあるといわなければならない。
　前記のとおり，評価基準における再調達原価が実際の再建築費（２３億円）よりも低い
ことは，評価基準による価格が不動産鑑定評価基準による価格を上回る事態を少なく
することができるが，本件におけるように，経過年数が１０年及び１３年となった場合にお
いても，上記上回る事態を避けるほどに評価基準における再調達原価が低く把握され
ているものとまで認めることはできない。
　しかも，本件では，学校用建物等として建設された建物を事務所用建物として評価す
る必要があり，評価基準の適用についても，鉄骨鉄筋コンクリート造の事務所用建物の
基準表を適用している問題がある。
　イ　これらの事実からすると，仙台市長がした平成１１年度及び平成１２年度における
本件建物の評価の方法に一般的な合理性があると認めることはできない。
　仮に一般的な合理性は認められるとしても，仙台市長が算出した平成１１年度及び平
成１２年度における本件建物の価格には，評価基準が定める減点補正を超える減価を
要する特別の事情があるといわなければならない。
　ウ　前記のとおり，Ｂ鑑定評価書は，本件建物の再建築費２３億円に現価率１８．９％
（７０％×２７％）を乗じて，平成１２年１２月時点における本件建物の鑑定価格を４億３５
００万円と評価したものであるが，減価等の割合について，不動産鑑定士の間でも多少
のバラツキがあり得ること，本件建物は，各種学校に再度転用が可能であることは，多
少とも有利な点として評価すべきであると考えられることからすると，安全率を見込ん
で，現価率を２５％と認めるべきである(弁論の全趣旨)。
　そうすると，平成１２年１２月時点における本件建物の価格は，５億７５００万円となり
（２３億円×０．２５），平成１１年１月１日時点における本件建物の客観的な交換価値
は，６億８４２５万円(５億７５００万円×１．１９)，平成１２年１月１日時点におけるそれ



は，６億３８２５万円(５億７５００万円×１．１１)となる。
　３　結論
　よって，原告の本訴請求は，主文第１項及び第２項掲記の限度で理由があるから認容
し，その余は理由がないから棄却することとし，訴訟費用の負担につき，行政事件訴訟
法７条，民事訴訟法６１条，６４条本文を適用して，主文のとおり判決する。

　　　仙台地方裁判所第３民事部

　　　　　　　　　裁判長裁判官　　市　　川　　正　　巳

　　　　　　　　　　　　裁判官　　髙　　木　　勝　　己

　　　　　　　　　　　　裁判官  　櫻　　庭　　広　　樹



（別紙）
物　件　目　録

所　　在　　仙台市Ｃ区ＤＥ丁目　Ｆ番地Ｇ，Ｈ番地Ｉ，
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ番地Ｋ，Ｆ番地Ｌ，
　　　　　　　　　　　　　　　　Ｆ番地Ｍ，Ｆ番地Ｎ，Ｏ番地

家屋番号　　Ｆ番Ｐ

種　　類　　校舎・事務所・寄宿舎・駐車場

構　　造　　鉄骨鉄筋コンクリート・鉄筋コンクリート造陸屋根地下１階付９階建

床 面 積　　　　１階　１６９４．０３㎡
　　　　　　　　２階　１１７０．９０㎡
　　　　　　　　３階　１００１．５８㎡
　　　　　　　　４階　１００１．５８㎡
　　　　　　　　５階　１００１．５８㎡
　　　　　　　　６階　　６９７．５３㎡
　　　　　　　　７階　　６７３．６０㎡
　　　　　　　　８階　　６７３．６０㎡
　　　　　　　　９階　　１０９．８４㎡
　　　　　　地下１階　２１９９．７８㎡

以　上




